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１．はじめに

近年の変容する社会情勢のなかで、「学び続ける教員」

であることが改めて要請されている。その提示は目新

しいことではないものの1、免許更新制と教職大学院設

置を伴って制度化されたことは教員政策史において大

きな出来事であった。これらの制度化と軌を一にして、

2007年の学校教育法改正では、第30条2において学力の

定義がなされ、それをふまえたカリキュラムの在り方

が2008（平成20）年改訂学習指導要領で示され、さら
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には同定義による学力の測定として全国学力・学習状

況調査が、2007年より実施されている。

一方、東日本大震災の後、児童生徒のあるべき姿と

して、災害対応を含む日常生活において、「的確な思考・

判断に基づく適切な意思決定や行動選択ができること」

が改めて求められており、日々の教育活動の充実とそ

れを導く学校・教員に対する社会的期待がより一層高

くなっている2。

以上のような社会的期待をふまえれば、「学び続ける

教員」像追求の具体策として登場した教職大学院にお

いて、そのあり方が継続的な学びと資質向上に裏打ち

された高度な専門性を効果的に導くものであるかどう

か、恒常的な改善を図っていくことが必要であること

は論を俟たない。このような課題意識のもと、教職大

学院の制度設計において共通五領域の一つとして位置

付けられた学級・学校経営領域の教育方法について検

討したものをモデルとして示す。

２．「新たな学び」をふまえた高度な専門性

（１）学力観の法制化

今日、学力については、基礎力、活用する力、意欲

が主要三要素とされ、法制化されている。すなわち、

学校教育法第30条２において、「生涯にわたり学習する

基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得さ

せるとともに、これらを活用して課題を解決するため

に必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐ

くみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特

に意を用いなければならない。」とされ、それらについ

て全国学力・学習状況調査による測定が試みられてい

る。同調査は、教科に関する調査と質問紙調査から成

り、基礎力についてはA問題、活用する力については

B問題として解答が求められ、質問紙調査では「学習

意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等」が尋ね

られる3。さらに、三要素を主要素とする学力観は、学

習指導要領への記載と指導要録における評価の観点に

置換され、「新たな学び」と称されるようにもなってい

る。さらに中央教育審議会答申「教職生活の全体を通

じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」で

は、「これからの教員に求められる資質能力」として「新

たな学びを展開できる実践的指導力」が掲げられてい

る4。

こうした法制化の背景には、2000年から参加した

PISA調査結果と相俟った学力低下論があった5。日本

の成績が読解、数学、科学の全てにおいて上位ではな

かったため議論が噴出し、メディアをにぎわせた。日

本の子どもたちは、既習事項を生活の様々な場面にあ

てはめ活用して考えることを問うPISAの問題にうま

く対応できなかった6。そこで改めて、基礎力を活用す

る力に発展させていく、さらには新しい基礎的事項を

学習していこうとする意欲が学力の構成要素として重

視されることとなったのである。

（２）実践的指導力の「舞台化」

意欲への注視もまた「学び続ける教員」と同じく目

新しいものではない。新学力観を掲げた平成元年改訂

の学習指導要領において「自ら学ぶ意欲」として示され、

その後に引き継がれてきた7。四半世紀の歴史をもつこ

とになる。しかしながら、「新たな学び」とされる今日

の意欲重視は、従来の実践的指導力に対し新たな在り

方を要請している。実践的指導力の中心は優れた授業

であり、それは学力という測定可能な部分をもつもの

とは次元が異なっていた。教材の理解、単元の目的、

本授業の目的、発問、題材、授業全体の展開の在り方

など、優れた授業であるかどうかは、教員と研究者で

なければわからない、専門家集団に閉じたものであっ

たといえる。しかし、意欲を含む学力が、学力・学習

状況調査等により、部分的なものであるとはいえ、数

値に置き換え比較可能となると、それらと日々の授業

の関係が白日のもとにさらされるようになる。つまり、

日々の授業を支える実践的指導力は、その一部とはい

え、子どもの態度やテストの結果といった素人にも理

解しやすい形に変換されて供される。「新たな学び」は、

専門家と素人をつなぐ教育の成果の見方を提示し、言っ

てみれば表現する者と観る者を設定したのである。そ

れらは「舞台化」といった比喩で表すことができるだ

ろう。さらに「新たな学び」において特徴的なことは、

その生成の経緯からも示されるように、「舞台化」の観

客に、日々子どもの姿を見守る保護者や地域社会だけ

なく、納税者全般も加えていることである。「新たな学

び」は、これまでよりも強く、学校にアカンタビリティ

（＝公費使用に対する説明責任）を課していると把握す

ることができる。
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（３）チームによる「学ぶ楽しさ」の提供

「舞台化」においては、専門家集団の力が不可欠であ

る。一人の教員だけで、台本、演劇指導、舞台装置な

どに例えられる舞台裏の全てをこなすことはできない。

観客を魅了する質であるためには、複数の目と手によっ

て練り上げていくことが必要である。様々な背景をもっ

た子どもたちが集う学校であればこそ、あらゆる子ど

もたちの学ぶ意欲を喚起し保持していくためには、複

数の目と手による理解と手だて、すなわち、チームに

よる対応がますます重要になってくる8。

そもそも、意欲を導く具体の手立ては、子ども本人

と子どもの属する集団や環境に応じて異なっている。

講ずる手立ては、高度な専門性に基づく分析と判断の

連続体である。それらの土台となる様々な領域の知識

とスキルもまた可変的である。すなわち「学び続ける

教員」でなければ、高度な専門性を維持できない。

学ぶ意欲の喚起と保持にはまた、「学ぶ楽しさ」の体

感が欠かせない。問題を解くことができた喜び、友達

や先生から自分の意見や態度が認められた時の喜びな

ど、現在の自分を成長させていくには、楽しさを感じ

るという正の体験が必須である。地域の大人から認め

られ、それらの者たちが作る地域や社会全体に対する

安心や信頼も必要となってくる。自ら成長していこう

とするためには自分と周りの者たちを肯定的に捉える

ことのできる心身ともに健康な状態でなければならな

い。その環境は学校においては、健全な学習集団、生

活集団、学校をこえては健全な地域社会ということに

なる。教員は、「学ぶ楽しさ」を伝えるために、教育課

程や教育方法あるいは児童生徒理解といった一般的な

教職教養に加え、個人の成長が集団のなかで可能とな

るような集団の育成、学校と地域の協働に関する知識

やスキルを身につけねばならない。

さらに東日本大震災以降、安心できる環境の提供と

ともに、児童生徒が「的確な思考・判断に基づく適切

な意思決定や行動選択ができること」が大きな課題と

なっている。このような子どもの姿は学校教育の目標

そのものである。しかし、東日本大震災においては自

然の驚異の予測不可能性が改めて示されたのであり、

学校の中だけに閉じられた教育活動であっては先の課

題の解決には至らない。ここでも、複数の目や多面的

な見識が提供されうる、地域との協働が有効となる。

その有効性は、キャリア教育だけでなく、生徒指導に

おいてもあてはまる。そのため教育課程が錯綜しない

ように、地域との協働を適切かつ効果的に配置した教

育課程をチームとして展開していくカリキュラムマネ

ジメントも学校・教員にとって重要な項目である。

（４）学級・学校経営力の伸長とシステム思考

学級・学校経営領域の知識とスキルの伸長は、教員

としての職能成長とともにある。初任から教職10年ぐ

らいまでは、日々の授業は学級経営と一体的に展開さ

れるべきであり、適切な学習集団、生活集団に学級を

導く知識とスキルが必須となる。10年、20年と経験を

つみ教職キャリアステージがあがっていくにつれ、学

年経営、学校経営と日々の授業を下支えする場は拡大

していく。

教職15年以上のミドル層教員となれば、実践的指導

力の「舞台化」において、舞台にたって存在感を示す

ことができなければならない。そのような力があって

こそ舞台の裏方を差配できる。つまりミドル層の教員

には、学校における存在感と周りからの信頼を起点と

して、自己を客観視し、自分自身の職能成長を自ら図

りながら、組織の経営や人材育成に関わり、学校に課

せられている課題や社会的要請に応える学校経営への

貢献が求められている。ここで重要なのは、自分の資

質に始まり、学校組織、学校と地域の関係などを客観

的に観察、分析し、公教育全体の意図に適した在り方

へ学校を導くことである。ピーター・センゲは、その

ような見方をシステム思考とよんでいる9。センゲの提

案は組織論においてではあるが、全体のなかでの適切

性を多面的に考え、組織を牽引していくことは個人の

資質と態度にも当てはまる。

そうした力の育成のために、教職大学院での学びは、

様々な理論研究や先進例の考察、課題解決例をワーク

ショップ等を用いて議論しながら、ミドル層教員であ

る受講者に学校現場への適用方法を考えさせるもので

あることが望まれる。ただし、学校現場への適用は予

定調和的に実現するものとして受講者のみに託してし

まうことは避けたい。各受講者がおかれている現場の

状況の分析は、学級・学校経営領域以外の実習科目な

ども活用し大学教員とともに丁寧に行う。それらをふ

まえつつ、学級・学校経営の授業では、自己、学校組織、

学校をとりまく環境をメタ認知していくための多面的

な知識とスキルを提示したい。大学院修了後は、それ
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らを土台として、受講を修了した者自らが新たな知識

とスキルへと更新していくことになる。したがって、

大学院はハウツーの伝授を行う場ではないのは自明の

ことなのだが、このことは改めて学生に提示しないと

誤解している場合がある。以上のようなミドル層教員

のシステム思考育成のための授業構成をまとめると下

図のようになる。

なお、学部等新卒生といった教職未経験の学生につ

いては、上記四ステージに基づきながら、それらの基

礎的事項を抽出して15回の授業を構成することが可能

である。

３．学級・学校経営に関する授業の展開例

本節では、前述図1に基づく授業例を示す。それらは、

宮城教育大学教職大学院において2011～2013年の3年間

にわたり、学級・学校経営研究の授業が増設されるなか、

その体系化と効果的なあり方を模索し改善を加えてき

たものである。紙幅の都合から、教育法規とコンプラ

イアンスは除外した上で、各ステージにおいて、モデ

ル化できた授業をとり上げる。

（１）�第一ステージ：自己のキャリア形成についての

メタ認知

ａ．授業の必要性と育成したい資質・態度

専門性の向上には、日々の自分の実践を振り返るだ

けなく、その総体としての自己の力量を第三者的に捉

えた上で伸長をめざす姿勢が欠かせない。これまでの

教職生活において、教室、学校、地域社会においてど

のような活動を提供してきたのか、それらの課題の克

服や発展のさせ方についてじっくりと内省する機会が

必要である。

ｂ．授業のねらい

・教職大学院における授業の始めに、各受講者の資質

向上において必要な事項は何かを自己省察する。

・自治体が提示している教職キャリアステージ一覧か

ら「学び続ける教員」像について考察する。

ｃ．授業内容
授業その１　自己のキャリア形成についてのメタ認知（1時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．事前課題としていた中央
教育審議会2006年、2012年答
申読了に基づき、各答申の鍵
概念を考える。

1．事前課題として答申
読了を課しておく。

展開 １.答申の背景として、教職
のおかれている社会事情を理
解する。
２．自治体版の教員資質能力
一覧をもとに力をいれてきた
ことをワークシートに記入す
る。
３．自治体版資質能力につい
て、ダイヤモンドランキング

（ランキング＋追加項目を一
つ加える）を行う。
４．作業内容についてグルー
プで協議する。
５．専門職としてこれから充
実させていくべきだと考えた
ことを発表する。

１～3.これからの教職に
求められている資質、ミ
ドルリーダーへの社会的
期待について考察を促す。

おわりに １．発表内容について意見交
換する。

1．ワークシートを用い
る。ワークシートは、年
間の授業終了時のまとめ
に活用することを伝える。

ｄ．受講者の反応と成果

・自治体が提示するキャリアステージについて知って

はいても、自分の活動をあえて記入してみることで総

合的な力量形成という点では偏りがでていたことに気

づいたという感想があった。

・教職大学院の五領域に関わる多面的な学びの有効性

を提示し、今後の大学院での学習意欲を高めることが

【　　第一ステージ・自己の省察　　　】
自己のキャリア形成についてのメタ認知　→　
【　第二ステージ・学校内部の省察　　】

これまでに属した学校組織についての主体的なふり返り　→
（学校組織マネジメント、学級集団づくり（―基礎技法の確認と伝達）、リスク／クライシスマネジメント）　

【　第三ステージ・学校と外部の省察　】
これまでに属した学校と地域の関わりについての主体的なふり返り　　→

（諸機関との連携による生徒指導、キャリア教育の展開、カリキュラムマネジメント、学校評価）
【　　　　第四ステージ・創造　　　　】

現代的課題・社会的要請に応えることのできる学校づくり
（地方教育行政の理解、児童生徒理解の最新技法、学力向上策、防災・安全教育、情報管理、

人材育成（―教職員のメンタルヘルス、コーチング、研修技法）、教育法規とコンプライアンス）

図１　ミドル層教員のための学級・学校経営領域の学習　省察～創造の四段階モデル
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できた。（本図愛実）

（２）第二ステージ：学校組織マネジメント

ａ．授業の必要性と育成したい資質・態度

学校経営とは、各学校がそれぞれの学校の掲げる教

育目標を実現するために組織的・計画的に展開する活

動を総称しており、学校経営そのものが学校組織マネ

ジメントである。本授業では、学校組織マネジメント

の概要や、その中心となる学校経営ビジョンの作成手

順や組織の活性化の手法を学ばせ、学校経営に積極的

に参加するための資質や態度を育成する。受講者間の

ディスカッションや、ＳＷＯＴ分析や学校戦略マップ

づくり、グランドデザイン作成等の演習を随時組み入

れ、授業に主体的に参加できるようにしていく。また、

協働型組織を形成し、組織的対応（チーム対応）を効

果的に行うためのコミュニケーションの在り方につい

て考察する。

ｂ．授業のねらい

・学校組織マネジメントの概要や学校経営ビジョンの

作成手順、組織の活性化の手法を学び、ミドルリーダー

として学校経営に積極的に参画するための資質や態度

を身につける。

・協働型組織の中での望ましいコミュニケーションの

在り方について、学校現場にある課題をとり上げながら、

ロールプレイや討議を通して探求する。

ｃ．授業内容
授業その１　学校組織マネジメント（２時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．相手のコミュニケーショ
ンタイプに応じた適切な関わ
り方について、アクティビティ
を通して考える。

展開 ２．学校組織マネジメントが
導入された背景について理解
する。
３．受講者現任校等を例にマ
ネジメントの状態をチェック
する。
４．学校組織マネジメントの
定義及びその概要を理解する。
５．学校経営ビジョンづくり
の手順を具体的方法（ＳＷＯ
Ｔ分析、学校戦略マップづく
り）を通して理解する。
６．学校組織の活性化の方策
について協議する。

５．学校経営ビジョンの
必要性を理解し、その中
に盛り込まれるべき要素
や中長期的なビジョン
の設定の仕方について、
事例研究を通して理解さ
せる。
６．学校の活性化に向け
て、どのような役割を果
たせるかを観点とする。

おわりに １．授業者は、前期授業のま
とめとして、現任校等を例と
するグランドデザインを課題
として作成することを説明す
る。

１．現任校管理職の協力
を仰ぎながら、教育計画
を精査し、課題に取り組
むように指示する。

授業その２　協働型組織の開発と方法（１時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．校長室での校長と教頭の
対話（ロールプレイを行う）
を見て、教頭としての立場か
ら、校長にどのような進言が
できるかを意見交換する。

１．教職員間のコミュニ
ケーションの改善が学校
組織の活性化を導くこと
を理解させる。

展開 １．学校が組織的対応を効果
的に行うために必要なコミュ
ニケーションの在り方につい
て考える。
２．協働型組織に必要とされ
る縦のコミュニケーションと
横のコミュニケーションの在
り方について協議する。

２．教職員を納得させ、
活動に巻き込むコミュニ
ケーションの在り方や、
その手順について話し合
わせる。

おわりに １．現任校に戻った際に、本
授業で扱った内容をどのよう
な場面で生かすことができる
か意見交換する。

ｄ．受講者の反応と成果

・学校組織マネジメントについては、受講者のほとん

どが学んだ経験がなく、今後ミドルリーダーとして、

いかに学校経営に参画するかを考える良い機会となっ

た。また、グランドデザインを作成する課題への取組

も良く、管理職の協力を得ながら現任校の児童生徒の

実態に合わせた中長期的な視点で経営戦略ビジョンを

まとめていた。

・学校組織を活性化するためのコミュニケーションの

在り方について、活発な意見交換ができた。また、今後、

学校課題にチームとして協働的に関わる必要性につい

て協議を通して実感できた。（遠山勝治）

（３）�第二ステージ：学級集団づくり（基礎的技法の

確認と伝達）

ａ．授業の必要性と育成したい資質・態度

子どもたちが学校生活に満足するためには、学級の

中に安心・安全が確保されていることや、授業や学級

での生活が楽しいこと、周りから承認されているとい

う実感が必要である。また、確かな学力を育成するた

めには、魅力のある授業を提供するだけではなく、学

び合いや教え合いが成立する教育力のある学級集団を

形成することが不可欠である。
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このような望ましい学級集団を形成していくために

は、教員の意図的・計画的な働きかけが必要であるため、

本授業では、学級集団づくりの技法を確認する。グルー

プダイナミクスの基本的な考え方やＱ－Ｕ（学級集団

アセスメント）の活用方法を学びながら、参加者自ら

の持ち味を生かした学級経営の在り方を考案させる。

また、ミドルリーダー育成の視点から、望ましい学級

集団づくりの基礎的事項を確認するだけでなく、若手

教員に伝達することを視野に入れたワークショップに

取り組ませる。

ｂ．授業のねらい

・グループダイナミクスの基本的な考え方やアクショ

ンリサーチの手法を知り、望ましい学級集団を育成す

るためには、適切な現状分析と集団成立に必要な条件

をふまえた意図的・計画的な教師の働きかけが必要で

あることを知る。

・学級集団の現状分析を行う調査法として、Ｑ－Ｕ（学

級集団アセスメント）を取り上げ、それを実際に体験

するとともに、その具体的な活用方法について理解する。

・学級経営の事例を分析しながら、学級経営を行う際

に押さえておくべき留意点について受講者全員で整理

し、それらを効果的に取り入れた、見通しをもった学

級経営の必要性を再確認する。

ｃ．授業内容
授業その１　望ましい学級集団づくり（２時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．集団圧力のミニ体験を参
照し、学級内に存在する集団
圧力について意見を出し合う。

１．受講者全員によるミ
ニ体験を提示する。

展開 １．集団を理解するための理
論として、グループダイナミ
クスの基本的な考え方や研究
手法について知る。（目標設
定、集団規範、集団決定等）
２．現代の子どもたちの特徴
と学級集団の特徴について、
受講者現任校等の現状と比較
しながら理解する。
３．Ｑ－Ｕ（学級集団アセス
メント）を体験し、その目的
と活用方法について理解する。
４．学級集団の状態と、いじ
め問題や学力との関係につい
て理解する。
５．学級崩壊の回避・回復に
ついて、Ｑ－Ｕの結果から対
応策を考える。

１．学級の現状分析を行
う際、教員による観察法
だけではなく、Ｑ－Ｕ等
の調査法が有効であるこ
とを示す。

６．ある小学校教員の１年間
の学級経営の事例を参考に
し、学級経営のポイントにつ
いて協議する。
７．ミドルリーダーとして、
若手教員に「１年間を見通し
た学級経営」についてアドバ
イスをすることを想定し、そ
の内容をワークシートにまと
める。

６．学級の状態が良くな
ると、発達障害を抱える
児童や生徒指導上の課題
を抱える児童も学級集団
の中に溶け込み、問題が
表出しなくなることがあ
ることを示す。
７．望ましい学級経営に
ついて、どのように若手
教員に伝達すれば効果的
かを考えさせる。

おわりに １．展開７でワークシートに
まとめた学級経営のポイント
について、意見交換する。

ｄ．受講者の反応と成果

・Ｑ－Ｕを活用しながら学級経営を進めてきた受講者

もいたが、学級集団づくりに必要な基本条件やＱ－Ｕ

の効果的な活用方について全員が熟知していたわけで

はなく、改めて集団づくりの技法を確認することは好

評であった。

・学級経営のポイントを確認し、それらを生かした学

級経営の在り方を再考することは、受講者が自らの持

ち味を生かしながら、より望ましい学級集団づくりを

考える良い機会となった。

・今後急増する若手教員に「１年間を見通した学級経

営」についてアドバイスすることを想定した考察にし

たため、ミドルリーダーとして、自分の蓄えた技能を

若手教員に伝達し、若手教員を育成していくという自

覚を高めることができた。（遠山勝治）

（４）第二ステージ：リスク／クライシスマネジメント

ａ．授業の必要性と育成したい資質・態度

東日本大震災のように、自然災害は突然やってくる。

学校管理下において教員は、子どもの命を第一に考え、

守らなければならない責務がある。あの突然の災害に

見舞われたときも、多くの教員が子どもの命を第一に

守り、地域からの避難者を受け入れ、限られた食料や

水等を分かち合い、何日間を過ごし対応したことはま

だしっかりと脳裏に刻まれている。

しかし、自然災害だけでなく、学校の日常の教育活

動においても、数え切れないほどの多くの危険が潜ん

でおり、それは全ての学校、子どもに起こりうる。例

えば、登下校中に不審者に遭遇し連れ去られる事件、

学校に不審者が侵入する事件、登下校中の交通事故、

校庭にある遊具の瑕疵による事故、部活動中の熱中症

による事故、給食のアレルギーによる事故、校内暴力
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事件、いじめの問題、集団宿泊訓練中の事故等が現に

発生している。このような事件･事故を未然に防ぐた

めに学校現場では「危機管理マニュアル」を作成し、

教職員に周知・徹底を図っているが、子どもの「命を

預かっている」という原点に立ち返り、具体的な対応

と対策を講じ、子どもが安心安全に学校生活を過ごす

ことができるような環境を整える必要がある。

ｂ．授業のねらい

・子どもの命を第一に守るために、教員が日頃より「ヒ

ヤッとしたり」「ハッとしたり」する事案に鋭敏に反応

し、危機管理意識を念頭に置いた行動が常にとれるよ

うにする。

・突発的な重大事故･事件が発生したとき、慌てること

なく、迅速に、かつ正確に、そしてチームとして対応

し行動できるような資質を高め、被害を拡大しないた

めの方策がとれるようにする。

・リスク／クライシスマネジメントを学ぶことによって、

現任校等における危機管理の体制や教職員の意識状態

等を見直し、具体的な対応策がとれるようにする。

ｃ．授業内容
授業その１　危機管理（２時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．社会に影響を与えた事件
･事故を確認する。
２．学校管理下内の事故と事
故報告の例を知る。

展開 １．「修学旅行中の転落事故
への対応」（引率教員「校長
､ 学年主任､ 生徒指導主事､
養護教諭､ 事故発見者､ 学級
担任等」と学校を預かる「教
頭」の動き）について、各自
考えをまとめ、グループごと
に「どのような動きをすれば、
しっかりした対応になるか」
を話し合い、発表する。
２．学校事故が起きた場合の
法的責任、事故の補償、安全
配慮義務について理解する。
３．学校危機管理の目的と予
知･予測､ 回避､ 対処､ 防止
について理解する。
４、スクールコンプライアン
スと事故発生時に起こしやす
いミス防止について理解する。
５．突然マスコミが来校し取
材の申し入れがあったとき、
学校として「どのような対処
･対応を取れば良いのか」、考
察する。

１．引率教員の動きと学
校を預かる教頭の動きに
ついて特に注意を促す。

おわりに １．日々の軽微な事案につい
ても鋭敏に対処すべきである
ことを確認する。
２．基本的な対応について家
庭（保護者）との共有の必要
を再確認する。

ｄ．受講者の反応と成果

・学校における危機管理を学ぶことによって、現任校

等の危機管理マニュアルの見直しや教職員の意識向上

を図るための手立て、具体的な対処と対応を理解する

ことができた。（藤代正倫）

（５）第三ステージ：諸機関との連携による生徒指導

ａ．授業の必要性と育成したい資質・態度

今日の子ども達の取り巻く環境を見ると、都市化、

少子化、高度情報化の進展、家庭・地域の教育力の低

下などから、子ども達が起こす問題行動は複雑化し、

多様化している。そのため学校・教員だけの力や取組

だけでは、子ども達の問題行動を改善し解決していく

のは大変困難な状況にある。これからは学校や教員だ

けで課題を抱え込むのではなく、専門性を有した関係

諸機関（教育・福祉・司法・医療等の機関）との連携

を図り、子どもの問題行動の改善・解決を図るととも

に子どもの成長・発達・自立を育んでいく必要がある。

そのためには、教員が生徒指導の基礎理論や子ども

理解、子ども・保護者への支援と協力の在り方、関係

諸機関の役割・機能と関わり合う力を身につけなけれ

ばならない。すなわち、教員は「包括的な生徒指導力」

を身につけ、子ども達と正面から向き合い、関わり合

いを深め、子どもと一緒になって課題解決を目指して

いく姿勢が求められている。

ｂ．授業のねらい

・生徒指導の基礎理論と関係諸機関の役割と機能につ

いて学ぶ。

・児童自立支援施設入園者のための公立中学校分教室

において、教科及び領域の授業や子ども理解がどのよ

うに行われ、児童生徒と教員がどのように信頼関係を

築き深め、効果的な授業実践を行っているのかを探る。

・学校と関係諸機関の連携を図るために、教育（適応

指導センター、単位制高等学校）・福祉（発達支援セン

ター）・司法（少年院）について、共通課題のもと調査

対象機関を選び、班別に調査研究活動を行う。

・児童相談所の役割と機能を学ぶとともに、児童・保



宮城教育大学紀要　第49巻　2014

－274－

護者のニーズに応じた支援活動がどのように行われて

いるか、虐待や非行行動にどのように対応しているのか、

また学校と児童相談所がどのような連携を図っている

のかを学ぶ。

ｃ．授業内容
授業その１　生徒指導の基礎理論と関係諸機関の役割・機能
（２時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．刑法犯少年の検挙人数・
人口比のグラフから推移とそ
の理由について考える。
２．生徒指導に関する制度改
正･通知･事業等や生徒指導
の手引き書の変遷について確
認する。

展開 １．生徒指導の目標や三機
能、児童生徒理解の要諦につ
いて確認する。
２．児童生徒理解のための資
料収集の在り方や方法につい
て理解する。
３．学習指導と生徒指導との
関係について確認する。
４．校内の生徒指導体制と生
徒指導のグランドデザイン、
生徒指導主事の法的位置づけ
等について理解する。
５．事故が発生したときの対
応の仕方や連絡の仕方等を理
解する。
６．児童生徒や保護者から相
談があった場合の対応の仕方
について考える。
７．学校と関係諸機関との常
時･緊急時の連携について理
解する。
８．東日本大震災時における
仙台市教育委員会･学校と関
係諸機関の連携や青少年対策
４機関会議（教育局教育相談
課、適応指導センター、児童
相談所、子供相談支援セン
ター）について理解する。
９．関係諸機関（児童相談所、
家庭裁判所等）の役割と機能
について、法的根拠（児童福
祉法･少年法等）と少年事件
処理システムから理解する。

１～３.生徒指導の基礎
的事項を再確認する。

８．行政の縦割りによる
弊害を克服する手立てが
あることを示す。

おわりに １．受講者現任校等におい
て、生徒指導体制や教育相談
体制の点検・見直しと関係諸
機関との連携がどのように図
られているかを振り返る。
２．現任校等における関係諸
機関の地域資源の活用と課題
について意見交換する。

授業その２　児童自立支援施設入園者のための公立中学校分
教室における現地学習（３時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．児童自立支援施設の概要
（法的根拠、目的、設置経緯、
設置場所、入園者等）につい
て理解する。
２．同施設入園者のための公
立中学校分教室の概要（設置
経緯、教育目標、目指す生徒
像、児童生徒の実態、授業内
容、教職員の構成等）につい
て理解する。

展開 １．分教室教員（ゲストスピー
カー）から、分教室の運営や
指導について学ぶ。
２．班に分かれ、分教室の教
育活動（教科指導･学級経営
･生徒指導など）を観察する。
前期中2回程度。
３．疑問に感じた点などを分
教室教員（ゲストスピーカー）
から説明を受ける。
４．教育実践活動を７つの視
点（意欲、学習指導、集団づ
くり、組織マネジメントなど）
からまとめ、班毎に発表し、
情報の共有化を図る。

１．入園者原籍校との連
携による指導が模索され
ていることに注意を促す。

４．七つの視点からまと
めやすいように、ワーク
シートを作成し、班での
まとめ用に模造紙拡大版
も準備しておく。

おわりに １．現任校等における生徒指
導の在り方について意見交換
する。

授業その３　生徒指導関係機関の調査研究活動（４時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．教育・福祉・司法の分野
から調査対象機関を選び、班
を編制する。
２．共通課題（組織の目的と
経営上の工夫、学校との連携
の可能性など）について理解
する。そのもとで、各班で調
査事項を設定することを理解
する。

２．教育：適応指導セン
ター、単位制高等学校、
福祉：発達相談支援セン
ター、司法：少年院

展開 １．共通課題および各班で設
定した調査事項に関わって、
事前学習を行う。
２．調査対象機関を訪問し、
共通課題ならびに調査項目に
ついてヒアリングを実施し、
内容をまとめ考察する。
３．調査内容と考察につい
て、班ごとに発表する。
４．学校と関係諸機関の連携
を図るための方法について意
見交換する。

1．各班の調査が効果的
なものになるよう、各班
にスタッフ一名以上が担
当者となり指導する。事
前学習の成果をまとめ、
班ごとに中間報告を行う。

おわりに １．授業者が、発表、関係諸
機関との連携の留意点を中心
に講評する。
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授業その４　仙台市児童相談所における現地学習（２時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．児童相談所に関わる既習
事項を確認する。

展開 １．ゲストスピーカーから仙
台市児童相談所の実態や虐
待、非行、一時保護の状況等
について学ぶ。
２．学校と児童相談所との連
携を図る上で、学校・教員が
気をつけなければならない点
について意見交換する。

３．児童相談所職員は、
教育現場から出向した教
員であり、児童相談所と
学校の双方の視点からの
指導が可能である。

おわりに １．訪問内容についてメモを
作成し、後期授業で行う、包
括的生徒指導体制モデル案づ
くりのための基礎資料とする。

ｄ．受講者の反応と成果

・授業その１では、生徒指導の基礎理論を学ぶことで、

現任校等の生徒指導体制や教育相談体制の見直しにつ

いて考察することができた。また、関係諸機関の役割

と機能を学び、地域資源の活用と課題について積極的

に意見交換する姿がみられた。

・授業その２では、児童自立支援施設の現地学習を通

して、児童生徒と教員との信頼関係の構築、個別の指

導から集団づくり、学力差のある児童生徒への学習支

援の在り方と課題解決の方法を学ぶことができた。

・授業その３とその４では、生徒指導に活用できる諸

機関を知ることができ、地域連携の有効性と多面性を

学ぶことができた。共通課題を設定した上で、受講者

がその興味と関心から調査対象機関を選ぶようにした

ため、意欲的に取組む姿勢がみられた。学校現場にい

ては気づかなかった関係機関の実態や有効性を理解す

ることになった。（藤代正倫）

（６）第四ステージ：児童生徒理解の最新技法

ａ．授業の必要性と育成したい資質・態度

児童生徒は一人一人が全て違っており、それぞれが

変化し続けている。教員は、その変化を続ける児童生

徒を日常的に観察し、直接的な対話を重ねながら、そ

の理解を深めようとする。また、教員は、毎年度、数

多くの児童生徒と出会い、共に学校生活を過ごし、児

童生徒との交流を通して、児童生徒を理解する力を高

め、経験に基づいた類推力を身につける。しかし、教

職経験を重ねることによって身につけた児童生徒を理

解する力や類推力を、理論に照らし合わせて整理する

機会はほとんどなく、漠然とした経験則の域に収めて

しまっている。

学校現場では、いじめや不登校等の生徒指導上の諸

問題が日々発生し、教員はその対応に追われている。

そして、学校はそれらの事後処理に加えて、その未然

防止策を立てることを関係各所から求められる。その

際、その対象となる児童生徒に着目し、確かな理解を

基に対策が練られるべきであるが、児童生徒理解の方

法が経験にのみ依存したものであり、表層的かつ一面

的であることが多い。

そこで、本授業では、精神分析の一つである交流分

析や、家族療法やナラティブセラピー等の心理療法に

ついて事例を基に解説し、児童生徒を心理的な側面か

ら理解する資質の向上を目指すとともに、児童生徒を

多面的・多角的に理解しようとする態度を育成する。

ｂ．授業のねらい

・児童生徒理解を進めるには、自らの日常的な観察や

児童生徒との対話を基本とするが、交流分析等の心理

的な理論の枠組みを通して考察することによって、新

たな児童生徒理解が促進されることを知る。

・不登校・いじめ問題に関する事例から、問題解決の

手法として、システムズ・アプローチ（家族療法）や

家族造形法、心理療法の基本技能であるリフレーミン

グ等の理論を学び、これらの技法を身に付け、意図的・

効果的な問題解決を図る必要性を理解する。

・これまでの生徒指導が、問題行動を抱える児童生徒

本人のみとの関わりから問題解決を目指したのに対し、

児童生徒本人を含めた家族成員にまで教員の関わりを

広め、その成員間の関係性を変化させることで効果的

な問題解決を行うことができることについて理解を深

める。

ｃ．授業内容
授業その１　児童生徒理解の手法（１時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．これまでの学校現場での
経験を想起させ、児童生徒理
解の難しさを受講者全体で共
有する。
２．交流分析の基本的な考え
方（ストローク、時間の構造
化、基本的な構え等）を知り、
交流分析という理論の枠組み
を通して児童生徒を観察し理
解することの意味を理解する。

２．経験に基づく直感的
な児童生徒理解だけでは
なく、理論の枠組みを通
して児童生徒を理解する
ことの有効性を示唆する。
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展開 １．問題行動の絶えない小学
校３年男子児童の事例を提示
し、どのような関わり方をす
れば行動を変容させることが
できるのか、ロールプレイを
通して協議する。
２．参加者各自が演習として
エゴグラムの質問紙に回答
し、自我状態とエゴグラムパ
ターンの読み取り方について
理解する。
３．上記１の事例をエゴグラ
ムパターンを使って分析し、
更に交流パターン分析やゲー
ム分析の視点から、教員と児
童生徒の有効的な関わり方に
ついて協議する。

１．小学校低学年から教
員たちを困らせていた児
童が、小学校３年時の
学級担任との出会いと、
その関わりから劇的に変
容した事例を扱う。
３．児童生徒理解が、理
解しようとする教員と、
理解の対象となる児童生
徒との関係性の理解であ
ることに気づかせる。

おわりに １．展開１の事例を再度検討
し、本事例に潜む問題の本質
について協議する。

１．問題児は教員との関
係から作り上げられる危
険性を確認する。

授業その２　不登校・いじめ問題に関する事例研究（２時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．心理療法の技法の一つで
あるリフレーミング（ものの
見方、考え方、意味づけの仕
方を変化させること）を使っ
た問題解決の手法を、２つの
事例を通して理解し、心理療
法の基本的アプローチを身に
付ける意義について理解する。

１．２つの事例と、授業
者が実際に行ったリフ
レーミングの逐語録を示
し、心理療法による問題
解決の有効性を示唆する。

展開 １．家族をシステムとして捉
え、家族成員間の相互の関係
性を重視しながら、家族が抱
える問題の連鎖やパターンに
着目し、それを変化させるこ
とで問題を解消させるシステ
ムズ・アプローチ（家族療法）
の理論について事例を通し理
解する。
２．ジェノグラムを使って家
族構造を捉える手法を理解す
る。
３．いじめを受けた後、不登
校状態に陥った中学校１年女
子生徒の事例を基に、家族造
形法による事例分析を受講者
全員で行う。
４．上記３の事例をシステム
ズ・アプローチとリフレーミ
ングを使い、問題解決に導い
たプロセスについて理解する。

２．児童生徒理解を家
族的な背景を含めて行
う際の手法として、ジェ
ノグラムとその分析の仕
方を理解させる。
４．不登校の児童生徒へ
の対応として、本人だけ
ではなく、両親をはじめ
とする家族成員との効果
的な関わりを通して問題
を解消する手法を示す。

おわりに １．不登校・いじめ問題に対
し、児童生徒の心理的な側面
に着目した対応方法の可能性
について意見交換する。

１．参考文献を紹介し、
継続的な学習を促す。

ｄ．受講者の反応と成果

・交流分析という言葉を知る受講者は数名いたが、そ

の理論を理解している者はいなかったため、「児童生徒

理解が、理解しようとする教師と、理解の対象となる

児童生徒との関係性の理解であること」という見方に

改めて気づき、高い共感が得られるとともに、学校現

場での適用を探る姿勢が見られた。

・事例研究として授業を構成したため、受講者は、そ

の問題解決の方法を主体的に考えながら、初めて触れ

る心理療法に興味・関心をもちながら理解しようとし

ていた。

・授業を通して、これまでの生徒指導上の諸問題に対し、

経験則のみではなく、心理的な理解が必要であること

に気づき、自発的に心理療法の研究を始めた者が複数

いた。（遠山勝治）

（７）第四ステージ：学力向上策

ａ．授業の必要性と育成したい資質・態度

今日、学力向上が大きな社会的期待として学校に課

されている。学校教育法30条２においては、学力は基

礎力、活用する力、意欲によって構成されるものとされ、

学習指導要領、指導要録、全国学力・学習状況調査の

実施に反映されている。受講者には、先の学力観が法

制化され経緯や法制化の内容、学力テストで何が測定

されているのか、学力テストの結果とアカンタビリティ

の関係について理解した上で自校化プランの策定と実

施に貢献できることが望まれる。

ｂ．授業のねらい

・学力テストの結果とアカンタビリティの関係について、

諸外国の例を参照しつつ、考察する。

・学習指導要領改訂の歴史をひもときながら、学力観

の変遷を理解する。

・先進的な取組を行っている自治体の学力向上策につ

いてゲストスピーカー（教育委員会担当者）から学び

つつ、全国学力・学習状況調査の結果の分析と現任校

における学力向上のための組織体制について考える。

ｃ．授業内容
授業その１　学力観の変遷（1時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに 1．なぜ2000年PISA調査の結
果に社会が騒然となったのか
意見交換する。
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展開 1．学習指導要領の改訂をも
とに、学力の定義に関わる政
策文書における文言の変遷に
ついて理解する。
2．2000年PISA調査以降の学
力向上に関わる政策のながれ
を確認する。
3．アメリカ、イギリスの教
育の成果に関するアカンタビ
リティの事例について意見交
換する。

１．思考力、判断力、表
現力が政策文書において
どのように定義されてい
るのか理解を促す。

おわりに 1．教育の成果を公表する方
法について、どのようなもの
が有効なのか意見交換する。

１．協働を通じ教育の過
程を地域社会に開いてい
くことが有効であること
を示す。

授業その２　仙台市の学力向上と学力向上策ワークショップ
（２時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．仙台市では、「学びの連
携推進室」をたちあげ、学力
向上がキャリア教育（仙台自
分づくり教育）と一体で推進
されてきたことを理解する。

展開 １．ゲストスピーカーから仙
台市の学力向上策について学
ぶ。
２．グループに分かれ、これ
まで勤務した学校等における
学力向上の成果と課題を話し
合う。
３．話し合った内容について
グループごとに発表する。
４．テスト結果の分析と組織
的対応について事例を通して
考える。授業改善、家庭学習
などに関する問題の解決につ
いても考察を広げる。

１．向上策を構成する各
施策ごとに質問を受け付
ける、実施に関する細か
な情報を共有するなど
し、現任校の自治体での
適用可能性を探る態度を
促す。
２．KJ法を用いる。

４．一事例について受講
者全員で検討する。

おわりに １．現任校での適用可能性に
ついて意見交換する。

ｄ．受講者の反応と成果

・授業その１では、学力を取り巻く社会事情、国際事

情についての理解が深まり、現場に戻ってからの自律

的な対応が期待できた。

・授業その２では、先進事例をふまえた事例研究により、

学校現場で学力向上に取り組んでいく際の課題解決の

手だてが多面的に示された。現任校での向上に積極的

に取り組みたいとする姿勢がうかがえた。（本図愛実）

（８）第四ステージ：防災・安全教育

ａ．授業の必要性と育成したい資質・態度

東日本大震災の被災県である本県にとって、防災教

育の推進は重要度の高い課題である。しかし、学校や

家庭、地域の被災・復興状況によって重点化が必要な

内容は異なっており、その実態に応じた適時・適切な

展開を工夫していくことが各学校に求められている。

本授業では、学校における防災教育推進のための基

本的な内容についての理解を深めた上で、学校防災に

関する校内研修計画の作成を通して、校内における協

働や学校・家庭・地域の連携の視点を身に付けさせる

とともに、ミドルリーダーとして校内研修の推進や学

校運営に積極的にかかわろうとする意識を高める。

ｂ．授業のねらい

・宮城県総合教育センターの研究成果である「防災教

育トレーニングパック」についての講義を通して、防

災教育の基本的な内容を理解する。

・学校防災に関する校内研修計画の作成にあたって、

受講者現任校との連携を図り、現任校及び地域の実態

や課題を再確認する。地域連携や学校組織、学校運営

に目を向けさせるとともに、防災教育を推進するモデ

ルとなる力を培う。

・学校現場の研修ニーズを適確に把握し、必要性・必

然性のある研修を企画・運営・実施する力を身につける。

・学校防災に関する校内研修計画の発表会により、各

学校及び地域の実態や課題に応じた取組を知り、今後

の研修の企画・立案に生かそうとする意欲を高める。

ｃ．授業内容
授業その１　防災教育の推進・防災教育スタートパックのワー
クショップ（2時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．宮城県総合教育センター
では、防災教育の推進に向け
て、「防災教育スタートパッ
ク」を開発し、その活用を推
進してきたことを知る。

展開 １．ゲストスピーカーから、
宮城県における防災教育に関
する取組や防災教育推進に向
けての取組について学ぶ。
２．防災ワークショップの進
め方について学ぶ。
３．班に分かれ、防災ワーク
ショップを行う。
４．話し合った内容につい
て、班ごとに発表する。

１．適宜、取組に関する
質問を受ける。

３．「 通 学 路 編 」 で 行
う。次の授業（授業その
２とその３）も同じ班の
メンバーであることを伝
える。

おわりに １．現任校等での防災に関す
る研修計画立案に向けての見
通しについて、意見交換する。
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授業その２　防災教育の推進・学校防災に関する校内研修デ
ザイン（4時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．本授業における課題「学
校防災に関する校内研修計画
作成」とねらい、手順等につ
いて理解する。

１．「防災教育スタート
パック」を活用した研修
とすることを確認する。

展開 １．現任校等の課題を踏まえ
て「防災教育スタートパック」
の活用方法を検討し、研修計
画を作成する。
２．作成した研修計画を持ち
寄り、班ごとに検討する。
３．検討結果や指導助言をも
とに、研修計画の見直しを行う。

１．現任校管理職の協力
を仰ぐよう指導する。

２．必要に応じて授業者
が指導助言を行う。

おわりに １．発表会に向けて、研修計
画の内容を確認し、様式を整
える。 

１．Ａ４判、４または６
ページにまとめることと
する。

授業その３　防災教育の推進・学校防災に関する校内研修計
画発表会（2時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．本授業における課題とね
らいを再確認する。

展開 １．作成した研修計画につい
て、１名10分（発表８分、質
疑応答２分）として発表する。
２．発表に対して必要に応じ
て質問し、研修計画について
の理解をさらに深める。

１．発表に当たっては、
実物投影機を使用する。
２．課題を共有する意識
をもたせる。
３．研修計画の内容とと
もに、計画作成の取組に
ついてもふれる。

おわりに １．授業者が、発表について
講評する。
２．発表からの学びと研修計
画実施の見通しについて意見
交換する。

ｄ．受講者の反応と成果

・各学校の年間計画ならびに地域の実態や課題に対応

した研修計画が立案され、研修のテーマとしては、「災

害発生時の対応」や「避難所開設・運営」、「通学路の

安全確保」、「ＮＩＥ活用による授業づくり」が主なも

のであった。

・研修計画の中には、避難所運営ゲーム「ＨＵＧ」や

災害対応カードゲーム教材「クロスロード」を活用し

た取組が見られた。これらの取組は、内閣府「地区防

災計画ガイドライン」（2014年3月）においても地域防

災活動の普及啓発活動の例として示されている。啓蒙

普及活動の指導者となれるように、今後も大学で模擬

体験ができるように環境を整えていく必要がある。（齋

藤亘弘）

（９）第四ステージ：情報管理

ａ．授業の必要性と育成したい資質・態度

学校は個人情報を含めて様々な情報を保有しており、

日頃からその適切な管理が求められている。その一方

で、保有する情報を、より良い学校づくり等のため保

護者や地域住民に積極的に発信することにより、開か

れた学校づくりを推進することも求められている。

本授業では、学校における情報発信として、印刷物

やインターネットによるものを取り上げ、それぞれの

特徴や課題を比較することを通して、組織としての情

報発信の在り方について考察する態度を養う。その際、

著作権や個人情報保護に関する事例についての検討も

行い、組織の課題としての情報管理の徹底の認識を深

める。さらに、組織としての情報管理・発信を支える

校務の情報化に視点を広げることで、学校組織マネジ

メントの考え方につなげていく。

ｂ．授業のねらい

・学校における情報管理や情報発信にかかわる現状と

課題を共有して、情報を扱う際の留意点や課題解決に

ついて考え、開かれた学校づくりに関わる意欲を高める。

・校務の情報化という視点から学校経営の課題につい

て考察し、学校組織マネジメントについての理解を深

める。

ｃ．授業内容
授業その１　学校情報の管理と発信　（1時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．学校教育法や同施行規則
など学校の情報提供にかかわ
る法令を確認する。

１．情報提供は学校評価
だけではないことを確認
する。

展開 １．学校における情報発信と
して、印刷物とインターネッ
トによる情報提供の種類、留
意点や課題を確認する。
２．印刷物とインターネット
による情報発信のそれぞれの
長所と短所を考慮して使い分
けることが必要であることを
理解する。
３．校務情報化について現任
校等の現状と課題を共有し、
課題解決の視点を考察する。
４．校務情報化の課題例につ
いて、解決策を協議する。
５．著作権に関する問題演習
や個人情報の保護に関する事
故の事例を通して、情報管理
や情報発信の際の配慮事項を
確認する。

１．受講生の情報発信の
経験をもとに留意点や課
題の共有を図る。
２．特に、発信量や配布
範囲、費用などについて
比較させる。

３．学校経営、学校組織
の課題として確認する。
４．著作権法や個人情報
保護法・条例のポイント
を示す。
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おわりに １．事故の事例等を踏まえ、
重大事故を防ぐためにはヒヤ
リ・ハットの段階で対処する
ことが必要であること（ハイ
ンリッヒの法則）を確認する。

１．日頃からの危機管理
の大切さを確認する。

ｄ．受講者の反応と成果

・受講者のなかには学級だよりの発行に熱心であったり、

学校ウェブサイト担当となり苦労した者がいた。体験

者に語ってもらうことなどから、留意点を共有するこ

とができた。

・学校ウェブサイトについては、優れたサイトの提示

により現任校等のサイトの課題を考えることができた。

・校務情報化の課題解決は、課題が多い分野でもある

ので、グループにわかれて協議することも有効である。

（齋藤亘弘）

（１０）人材育成

ａ．授業の必要性と育成したい資質・態度

チーム対応ができる協働型組織の実現にむけ、ミド

ル層教員は、自分より経験数の少ない教員とベテラン

教員や管理職をつなぐミドル・アップダウン・マネジ

メントを実践していくとともに、コミュニケーション

の技術を再確認しつつ、人材育成にも尽力していくこ

とが求められている。

ｂ．授業のねらい

・ミドル・アップダウン・マネジメントの理論と実践

例から事例研究を行う。

・学校の教育力向上のためのOJTの在り方を考察する。

・メンタルヘルスの現状を事例を通して理解し、その

予防や現実の対応の仕方について知り、学校現場での

バーンアウトに対する具体的な対応策について考える。

・若手教員を各学校で育成することや教職員が協働し

ながら互いに資質と能力を高めることの必要性を再確

認し、その手法の一つとしてコーチングやファシリテー

ションの技法を学ぶ。学校現場への適用方法について

考察する。

ｃ．授業内容
授業その１　メンタルヘルスマネジメント（１時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．県内の中学校教員が学校
内で自殺した新聞記事を読
み、意見交換する。

１．メンタルヘルスの必
要性を実感させる。

展開 １．教職員のメンタルヘルス
の現状を資料から理解する。
２．「リーダー教員のための
メンタルヘルス」ＤＶＤを視
聴し、予防的対応や現実の対
応、復帰時の対応について理
解する。
３．バーンアウトの背景と予
防について、教職の特徴や
バーンアウトのプロセスから
理解する。
４．本県の職場復帰訓練プロ
グラムの内容や健康審査事務
手続きの流れについて知る。

３．バーンアウトの予防
については、個人的コー
ピングと組織的コーピン
グについて、受講者から
意見を出させる。
４．宮城県と仙台市の職
場復帰訓練プログラムと
健康審査事務手続きを比
較する。

おわりに １．職場におけて共感・協調
できる同僚関係を形成するた
めに、学校現場で何ができる
のか意見交換する。

授業その２　コーチングの技法（１時間）

ながれ 内　　容 備　考
（番号は内容に対応している）

はじめに １．各学校で若手教員を育成
するためには、ＯＪＴやメン
タリングのシステムが必要で
あり、その中でコーチングの
技法が有効であることを知る。

１．各学校における若手
教員育成のための方策に
ついて意見交換する。

展開 １．コーチングが機能する条
件や留意点について理解する。
２．コーチングプロセスや
コーチングスキルについて理
解する。
３．コーチングスキルを使っ
たワークショップを４人組の
グループで行う。

３．ワークショップは、
コーチとクライアント、
観察者に分かれて行い、
最後にシェアリングを行
う。

おわりに １．若手教員やベテラン教員
が協働しながら互いに資質・
能力を高めることの必要性を
再確認し、学校現場でコーチ
ングが使える場面について意
見交換する。

ｄ．受講者の反応と成果

・メンタルヘルスの現状については、身近な同僚の休

職を経験している受講者も多く、共感しながら授業に

臨む姿勢がみられた。対応策について熱心な協議が行

われ、個人的または組織的にバーンアウトを予防・回

避する具体的な対処法を全員でまとめることができた。

・コーチングの技法については、概ね理解できたよう

であるが、授業の中での演習だけでは技法を使いこな

せるまでには到らないため、日常生活の中で機会を見

つけて実践し、経験を重ねる必要がある。（遠山勝治）
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４．おわりに―まとめにかえて

教職大学院での学びの重要な特徴の一つは、理論と

実践の往還である。それを支えるものに研究者教員と

実務家教員の協働がある。研究者教員、実務家教員と

それぞれの個人のなかにおいても理論と実践の往還は

なされるがその特性から限界がある。これらをふまえ、

本教育方法では、研究者教員と実務家教員の協働によ

り、より効果的なものを模索してきた。

本稿では教育法規とコンプライアンス（法令遵守）

はとり上げなかった。これらはミドル層の学級・学校

経営領域の学びとして重要であり社会的期待も高い。

これまでに、教育行政学を学修した笹村恵司弁護士の

多大な協力をえて、判例研究やリーガールマインドに

基づく学校経営についての学びを充実させてきた。コ

ンプライアンスを軸とする教育方法に再構成した上で

稿を改めて提示したい。
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